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21廃対第 92号

平成 21年 (卸00年)5月 18日

長野最医師会長

長野県歯料隠師会長

長野県菜剤lli会長

長野集看鎮協会長

長野県獣医師会長

長野県臨床衛生検査技師会長

長野県環境部廃棄物対策課長

「廃棄物処理法に基づく感染性魔葉物処理マニュアル」:こ ついて (通知)

穏記め件について、平成 21年 5月 ll日付け環廃産尭第000511001)}l=て 環塩省大臣宙

房廃築物 むリサイクリレ対策部長から思1紙のとおり通知がありました。

新型インフルエンザの県内流行時などには、多くの感換性廃棄物の排出が予想されること

から、本マニュアルに基づいた覇正処理を行うことができるように、員会の会員に対して周

知をお願いL/ます。

なお、「鹿葉物処理法に基づく感染性層薬物処理マニュアル」は、環境省部長洒知に記載

さオlてい発モJRl.か らダウンロードしてください。

長野県環境部廃粟物対策課魔棄物政策係

石円副1教 係長 I成田潔繁
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環廃産発第 090511001号

平成 21年 5月 11日

各都道府県知事 ,各政令市市長 殿

環境省大臣官房

藤諄勤ト リサイク

 ` 瞳靭誡醍理法に基づく感期間韓騨触壁齢槙 ュプル」:こついて

魔棄物付数の推進につきま lノてlt、 かねてから御尽力いただき、厚く御礼申し上げます.

さて、い の処理につきましては、平成 16年 3月 16日付け環廃産発第

040,16001号環境潜大臣官房廃築物・ リサィクル対策部長硝曲 覇碑齢擁藤騎の適正処理

について」のBll議「廃棄物処理法に基づく感襲性鹿棄物処理マニュアル1僣ム下「マニュ

アを」という。)に基づき行うよう御指導いただいてき牟ところですが、その後の廃楽物

処理法や感染華法の改正等に対応するため、今般t別添のとおり同マニュアルの改訂を行

いましたコ                              ′

今回の主な改訂内容としましては、新たに軸 関等による産業廃棄蜘管理票 (■

ニアェスト)爽付状況停都道府県知事スの報告や、収集運搬車村ばヽの表示及び書面の備え

付けを追加した辱か、
―

の黎理変更に伴う紙おむつの取扱いを一部変更いたしましれ

軸 県・政令1:∫におかれまして眠 改暉 本マニユアルを鶴

等學関係者嘲 知いただくとともに、その内容を踏まえ、ヮ|き続き貴管轄下の感染性廃纂

物骨適亜処理の確保に努めるようお願しヽ たヽしますしまた、本マニュアルは環境省ホーム

ページ                        に掲載していますので、周知

の際燿卿活用下さい。

なお、本通知は、地占自治法 (昭和盤 年聯 瞬 掘0第鮎 条の4第 1項に基づく
・

披術的な助言であることを申し雛えます。
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